
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第１７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月１８日 １３時３０分ごろ 

発生場所 境港東方沖 

境港防波堤灯台から真方位１１１°２.１５海里付近 

（概位 北緯３５°３２.３６′ 東経１３３°１８.７７′） 

事故等調査の経過  平成２７年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  貨物船 GLORIOUS
グ ロ ウ リ ア ス

 PLUMERIA
プ ラ メ リ ア

（シンガポール共和国籍）、

３９,９０４トン 

   ９３５７９０１（ＩＭＯ番号）、UNITED WOODCHIP CARRIER PTE 

LTD. 

Ｂ 押船 因幡
い な ば

、１９９トン 

   １３２３６０、株式会社日本海ポートサービス（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 Ａ  不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  船首フェンダー囲い部に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、境港への入港に備えて水先人を乗船させるため、境港東方

沖を減速して航行していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、船長Ｂが操船に当たり、境港

東方沖において、パイロットボートからＡ船へ水先人を移乗させる支

援作業を始めた。 

 船長Ｂは、約３ノットの速力で南進しているＡ船の左舷船尾部にＢ

船の船首部を押し付けたところ、Ｂ船が、北東方からのうねりを受

け、ローリングして船首部が離れた後、更にうねりを受けて、平成 

２６年１２月１８日１３時３０分ごろＢ船の船首部とＡ船の左舷船尾

部とが衝突した。 

 Ｂ船は、航行に支障がなかったので、引き続きＡ船の入港支援作業

を行った。 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 西、風力  ５、視界  良好 

海象：潮汐  下げ潮の初期、波高 約１.５ｍ、うねり 波向北東、

波高約２.０ｍ 

島根県松江市には、本事故当時、大雪、風雪及び波浪の各注意報が



発表されていた。 

 その他の事項 Ｂ船は、Ａ船とタグラインを取っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  不明、Ｂ あり 

Ａ  不明、Ｂ  なし 

Ａ  不明、Ｂ あり 

Ａ船は、境港東方沖において、水先人を乗船させるために南進中、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、境港東方沖において、船首をＡ船の左舷船尾部に押し付け

ながら支援作業中、右舷方から波高約２ｍのうねりを受けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、境港東方沖において、Ａ船が水先人を乗船させるために

南進中、Ｂ船が船首をＡ船の左舷船尾部に押し付けながら支援作業

中、Ｂ船が右舷方から波高約２ｍのうねりを受けたため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・風浪及びうねりを考慮した操船を行うこと。 

 


